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平成１８年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会会議録

平成１８年２月１０日第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を大曲仙北広域交流センタ

ー第１研修室に招集した。

１．平成１８年２月１０日（金）午後２時００分 開会

１．平成１８年２月１０日（金）午後３時２０分 閉会

１．出席した議員は次のとおりである。

１番 橋本五郎 ２番 大野忠夫 ４番 伊藤福章 ５番 杉沢千恵子

６番 金谷道男 ８番 泉 繁夫 ９番 石塚 柏 １０番 本間輝男

１２番 武藤 威 １３番 渡邊秀俊 １４番 佐藤文子 １５番 田口喜義

１６番 熊谷良夫

計 １３名

１．欠席した議員は次のとおりである。

３番 佐藤峯夫 ７番 藤原万正 １１番 佐藤宗善

計 ３名

１．地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は、次のとおりである。

管理者 栗林次美 副管理者 石黒直次 副管理者 松田知己

副管理者 佐々木康雄 収入役 久米正雄 監査委員 坂本昇一

事務局長 小松啓祐 管理課長 後藤兼武 消防長 里見喜代治

消防総務課長 伊藤和美

後三年更生園長 進藤恭助 角間川更生園長 佐藤仁志

角館広域交流センター所長 西根博和 介護保険事務所長 逸見博幸

管理課副主幹 伊藤忠彦 管理課主席主査 菅尾 修 管理課主査 久米 正

１．会議の書記は、次のとおりである。 管理課 伊藤 忠彦

１．本会議に提出した議案は、次のとおりである。

（１）議案第 １号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

（２）議案第 ２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（３）議案第 ３号 大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例の制定について

（４）議案第 ４号 大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例の制定について

（５）議案第 ５号 大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例の制定につ

いて

（６）議案第 ６号 平成１７年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算（第３号）

（７）議案第 ７号 平成１７年度大曲仙北広域後三年更生園特別会計補正予算（第２号）

（８）議案第 ８号 平成１７年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正予算（第１号）

（９）議案第 ９号 平成１７年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計補正予算（第

１号）

（10）議案第１０号 平成１８年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算
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（11）議案第１１号 平成１８年度大曲仙北広域後三年更生園特別会計予算

（12）議案第１２号 平成１８年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算

（13）議案第１３号 平成１８年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計予算

（14）議案第１４号 平成１８年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算

（15）議案第１５号 平成１８年度大曲仙北広域市町村圏組合経費の負担金について

議 長 （橋本五郎君）

これより平成１８年第１回仙北広域市町村圏組合議会定例会を開会いたします。管

理者から招集のあいさつがあります。管理者。

管 理 者 （栗林次美君）

本日、平成１８年第１回大曲仙北広域市町村圏組合定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員各位におかれましては、ご多忙にもかかわらずご参集いただきまして誠にあ

りがとうございます。

初めに、各案件をご協議頂く前に、消防車両事故についてご報告させて頂きます。

先般、平成１８年１月２８日午前９時７分頃、美郷町金沢地内で発生した住宅火災

に、大曲南分署の消防ポンプ車が出動した際、同分署の消防ポンプ車同士で追突する

事故が発生しました。事故直後、双方の隊員にケガもなく、又車両に大きな損傷がな

いことを確認し、直ちに火災現場に急行し消火活動にあたりました。なお、現場活動

には全く支障なく行動したところであります。

事故後、当組合自動車運転事故職員の懲戒に関する基準に照らし、２月１日付けで

追突した消防ポンプ車を運転していた消防士と同乗していた消防士のほか、管理監督

責任を問い、南分署長の合わせて３人を厳重注意処分としたところであります。

今後、この様な事故が発生しないよう再発防止に万全をきたす所存であります。

議員の皆様には、深くお詫びし、ご報告申し上げます。

、 。次に 平成１８年度予算並びに関連事業の主なるものについてご説明申し上げます

当広域の１８年度当初予算については、国の補助金の廃止、国庫補助率のカット等

により、各市町村の厳しい財政状況を勘案しながら、極力経費の節減・節約に努め、

予算編成したものであります。

まず、予算全般につきましては、一般会計・特別会計を合わせた予算の総額は、１

３９億９，８８６万９千円であります。前年度と比較して、７．９４パーセントの、

１０億２，９４８万４千円の増額となっております。

増額となった要因は、予算総額の約８０パーセントを占めている介護保険特別会計に

、 。おいて 制度改正に伴う新規事業等の開始並びに保険給付費の大幅な伸びであります

、 。また 病院群輪番制事業の国庫補助金の廃止などが増額となった主な要因であります

１８年度の主な新規事業でありますが、消防関係については、大曲消防署配備のは

しご車のオーバーホール、田沢湖分署に配備する救急自動車の購入であります。

両更生園については、入所利用者作業収入事業を公費に組み入れたことと、後三年

更生園新築事業に伴う用地測量であります。

介護保険関係については、制度改正に伴い地域支援事業の開始、システムの改修委

託などが、主な新規事業であります。

次に市町村負担金につきましては、３９億２，２１５万２千円となっております。

前年度比較で５．０３パーセント増の、１億８，７７３万２千円の増額であります。

なお、財政調整基金から７，３００万円を１８年度の財源充等分としてそれぞれの各

会計に充当しております。

次に、介護保険事業に係る保険料条例等についてであります。国の政令改正に伴う
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公布が遅れており、今次定例会に議案上程が無理な状況でありますので、３月中旬に

、 。臨時議会を招集し 介護保険特別会計補正予算も併せてご審議を賜りたいと存じます

次に、当広域議会の定例会の開催時期でありますが、従来第２回定例会を１２月に

開催し、決算審査をお願いしておりましたが、各市町村においては９月定例会で決算

審査を行っておりますので、当広域議会もその時期に合わせ、１８年より第２回定例

会を１０月に開会したいので、よろしくご理解の程お願い申しあげます。

この後事務局より各案件について説明させますが、今次定例会でご審議をお願いい

たします案件は、条例案５件、１７年度補正予算４件、１８年度予算５件、１８年度

組合経費負担金１件、合計１５件であります。各案件につきましては、よろしくご審

議賜りますよう申し上げまして招集のあいさつとさせていただきます。

議 長 （橋本五郎君）

これより本日の会議を開きます。欠席の届出は、３番佐藤峯夫君、７番藤原万正君

であります。出席議員は定足数に達しております。

本日の議事は日程第１号をもって進めます。

それでは日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第６７条の規定により議長において、８番泉繁夫君、

９番石塚柏君、１０番本間輝男君を指名いたします。

日程第２「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は本日１日といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。

それでは日程第３「議案第１号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。事務局長。

事務局長 （小松啓祐君）

「議案第１号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」ご説明申し上げます。

、 、改正の理由でありますが 人事院勧告による一般職の職員の給料の引き下げに伴い

常勤の特別職、専任の副管理者ですが、この給料を引き下げるものであります。

、 、 「 ， 」 「 ，改正内容は 同条例第３条第１項中 給料月額を ６３５ ０００円 から ６０４

」 、 、 「 」０００円 に改め 同条例第４条中 １２月期末手当の支給率を １００分の１７０

から「１００分の１７５」に改めるもので、平成１８年４月１日から施行するもので

あります。

以上、議案第１号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上ご承認賜

りますようお願い申し上げます。

議 長 （橋本五郎君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第１号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）
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ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第４「議案第２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

」 。 。 。る条例の制定について を議題といたします 提案理由の説明を求めます 事務局長

事務局長 （小松啓祐君）

「議案第２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」ご

説明申し上げます。

改正の理由でありますが、先の秋田県人事委員会の特殊勤務手当見直しの通知を受

け、知的障害者更生施設に勤務する職員の特殊勤務手当を見直すものであります。県

内他の公立更生施設の状況等も踏まえまして改正したものであります。

改正内容でありますが、同条例第５条第２項中、手当の月額を「１０，０００円」か

ら「５，０００円」に改めるものであります。平成１８年４月１日から施行するもの

であります。

以上、議案第２号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上ご承認賜

りますようお願い申し上げます。

議 長 （橋本五郎君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第５「議案第３号 大曲仙北広域市町村圏組合情報公開条例の制定について」

「 」日程第６ 議案第４号 大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例の制定について

日程第７「議案第５号 大曲仙北広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条

例の制定について」の３件を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。

事務局長。

事務局長 （小松啓祐君）

議案第３号から議案第５号まで、３件を一括しご説明申し上げます。

条例の制定理由でありますが、平成１３年には情報公開に関する法律が、又、平成

１５年には個人情報保護に関する法律が施行されております。当広域を構成する２市

１町や近隣の一部事務組合でも、すでに条例が制定されておる状況でございます。当

、 、 、 、組合といたしましても 早急に情報公開条例 個人情報保護条例 審査会条例の整備

公布の必要があるため制定するものであります。各条例の内容につきましては「情報

公開条例」につきましては、法令や条例の規定により開示できない情報や個人に関す

る情報等の特別な場合を除き原則公開とするものとし、組合行政への住民参加と開か

れた行政運営に寄与するものであります。
次に「個人情報保護条例」の内容でありますが、個人情報の取扱いについて、収集

の方法やその利用及び提供の制限を定め、個人情報の適正な管理に努め、本人に対し
、 。て自己情報の開示等をすることとし 個人の権利及び利益を保護するものであります

次に「審査会条例」の内容でありますが、情報公開及び個人情報保護について、不
服申立等がある場合の調査審査機関として設置するものであります。必要があると認
めたときは、実施機関に対し意見を述べることができるものであります。
以上、それぞれ３件については、当組合を構成する２市１町や近隣の一部事務組合
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の条例を参考に原案作成したものであります。平成１８年４月１日から施行するもの
であります。

条例の制定について、議案第３号から第５号まで３件を一括しご説明いたしました
が、それぞれの条例の条文については省略させて頂きたいと存じます。よろしくご審

議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。
議 長 （橋本五郎君）

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。
これより「議案第３号」を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第４号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第５号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
日程第８「議案第６号 平成１７年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算

（第３号 、日程第９「議案第７号 平成１７年度大曲仙北広域後三年更生園特別会）」
計補正予算（第２号 、日程第１０「議案第８号 平成１７年度大曲仙北広域角間川）」
更生園特別会計補正予算（第１号 、日程第１１「議案第９号 平成１７年度大曲仙）」
北広域休祭日救急医療センター特別会計補正予算（第１号 」の４件を一括議題とい）
たします。
提案理由の説明を求めます。事務局長。

事務局長 （小松啓祐君）
平成１７年度補正予算、議案第６号から議案第９号まで４件を一括してご説明申し

上げます。
「 （ ）」 。初めに 議案第６号 一般会計補正予算 第３号 についてご説明いたします

補正予算書の１ページからご覧願います。
今回の補正は、高機能消防指令端末装置を大仙市役所に特別負担金にて設置したも

のであります。その契約差額分の返還と、財政調整基金利子及び各会計繰越金を財政
調整基金へ積み立てするものと、燃料単価の高騰に伴う斎場及び消防燃料費の追加補
正であります。
歳入歳出の予算総額に、歳入歳出それぞれ４，２６３万７千円を追加し、補正後の

歳入歳出予算の総額を、それぞれ２４億７，５１９万４千円とするものであります。
それでは、歳入歳出予算事項別明細書により歳入から款ごとご説明いたします。
６ページからご覧願います。
歳入１款「分担金及び負担金」は１８万４千円の減額です。これは大仙市から特別

。 「 」 、負担金の契約差額分の返還であります 次に５款 財産収入 は１万２千円の追加で
財政調整基金利子であります。６款「繰入金」は３，３９４万１千円の追加でありま
す。内訳は２項１目後三年更生園特別会計が８４２万３千円、２項２目角間川更生園
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特別会計が２，１４１万６千円、２項３目救急医療センター特別会計が４１０万２千
円を、それぞれの繰越金の繰入であります。
次のページ、７款「繰越金」は８８６万８千円の追加であります。内訳は斎場燃料

費分として１７９万７千円、消防燃料費分として１９９万９千円、基金積立金分とし
て５０７万２千円であります。
次に歳出についてご説明いたします。８ページをご覧願います。
３款「衛生費」は１７９万７千円の追加で、需用費の燃料費であります。５款「消

防費」は１８１万５千円の追加で、需用費の燃料費は１９９万９千円の追加、備品購
入費は大仙市の端末装置の契約差額分１８万４千円の減額であります。８款「諸支出
金」は３，９０２万５千円で、内訳は基金利子と各会計毎の繰越金を財政調整基金に
積み立て分であります。内訳は基金利子分が１万２千円、一般会計分が５０７万２千
円、後三年特別会計分が８４２万３千円、角間川特別会計分が２，１４１万６千円、
救急医療特別会計分が４１０万２千円であります。
以上が、一般会計補正予算であります。
次に、議案第７号「後三年更生園特別会計補正予算（第２号 」についてご説明い）

たします。
９ページをご覧願います。
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８４２万３千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算の総額を、それぞれ２億４，８５５万８千円とするものであります。
１４ページをご覧願います。

「 」、 。 。歳入４款 繰越金 ８４２万３千円の追加であります 前年度繰越金であります
次のページを、歳出４款「諸支出金 、８４２万３千円の追加であります。繰越金を」
財政調整基金への積立であります。
以上が、後三年更生園特別会計補正予算であります。
次に、議案第８号「角間川更生園特別会計補正予算（第１号 」についてご説明い）

たします。

１６ページをご覧願います。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，１４１万６千円を追加し、補正後の

歳入歳出予算の総額を、それぞれ２億６，３０１万９千円とするものであります。

２１ページをご覧願います。

歳入３款「県支出金 、１５４万５千円の追加で、内訳は地域療育等支援事業委託」

金の契約差額７７万１千円、放課後生活支援事業委託金の契約差額７７万４千円であ

ります。５款「繰越金 、１，９８７万１千円の追加で、前年度繰越金であります。」
次のページを、歳出７款「諸支出金 、２，１４１万６千円の追加で、財政調整基」

金への積立であります。
以上が、角間川更生園特別会計補正予算であります。
次に、議案第９号「休祭日救急医療センター特別会計補正予算（第１号 」につい）

てご説明申し上げます。
２３ページをご覧願います。
歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４１０万２千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算の総額を、それぞれ１，９９５万７千円とするものであります。

２８ージをご覧願います。

歳入４款「繰越金 、４１０万２千円の追加で、前年度繰越金であります。」

次のページを、歳出３款「諸支出金 、４１０万２千円の追加で、財政調整基金へ」

の積立であります。

以上が、休祭日救急医療センター特別会計補正予算であります。
以上、議案第６号から第９号まで、平成１７年度各会計補正予算についてご説明い

たしましたが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。
議 長 （橋本五郎君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。
議 員 （田口喜義君）
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１５番。

議 長 （橋本五郎君）

はい、１５番。
議 員 （田口喜義君）

先程、鶴の湯温泉で雪崩が発生したとのことでありまして、そっちに行こうか、こ
っちに来ようかと考えました。結局こっちに来ましたけれども。来る途中にも工作車
ですか、消防の車と何台もすれ違いました。大変な災害になっておるようです。この
様なときに、消防としては雪崩に対しての対策というものはどの様になっているのか
をお聞きしたいと思います。

議 長 （橋本五郎君）
答弁をお願いします。消防長。

消 防 長 （里見喜代治君）
はい。ただ今の件についてですが、まず今回の鶴の湯温泉の雪崩の件についてご説

明いたします。
午前中に、鶴の湯温泉で雪崩が発生したとの連絡を受けまして、田沢湖分署並びに

角館消防署から救助工作車、救急車両が現場にむかっております。連絡では１０名前
後のけが人と３名が行方不明とのことでありました。
雪崩の対策につきましては、県や国土交通省と連絡を取り合いまして、危険個所の

見回りなどを行っております。
議 員 （田口喜義君）

はい。対応ではなくて、対策としてどの様なことをやっているかということです。
例えば救助のための車両が不足しているとか、その辺の対策は何かないですか。

消 防 長 （里見喜代治君）
雪崩の場合は、救助するにはやはり人海戦術が一番ということであります。当消防

、 、本部は緊急援助隊が組織されておりますので 県などとも連絡体制を良くとりまして
緊急の事態に対処している次第であります。

議 長 （橋本五郎君）
他に質疑はありませんか。

議 員 （金谷道男君）
はい、６番。

議 長 （橋本五郎君）
はい、６番。どうぞ。

議 員 （金谷道男君）
ただ今の補正予算に関連してですけれども、内容を見ますと、各特別会計の繰越金

を一般会計に繰り出しして、それを一般会計で受け入れて、さらに財政調整基金に積
み立てるという、２重３重の事務処理をしているように思えます。各特別会計の繰越
金は特別会計毎の基金に積み立てるか、あるいはそのまま繰越金に計上するとかすれ
ば、そのような２重３重の手間をかけずに済むのではないかと思うのですが、いかが
でしょうか。

議 長 （橋本五郎君）
答弁をお願いします。はい、副管理者。

副管理者 （佐々木康雄君）
はい。ただ今のご質問にお答えします。当局といたしましては財政の安定化並びに

繰越金の明確化のために、この様なやり方をしている訳でございます。確かにご指摘
のとおり、事務処理につきましてはやや煩雑に思われますが、今申しましたような理
由により適宜処理している次第であります。

議 長 （橋本五郎君）
よろしいですか。他に質疑ありませんか。

（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）
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討論なしと認めます。
これより「議案第６号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第７号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第８号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第９号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。

「 」日程第１２ 議案第１０号 平成１８年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算
日程第１３「議案第１１号 平成１８年度大曲仙北広域後三年更生園特別会計予算」
日程第１４「議案第１２号 平成１８年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算」
日程第１５「議案第１３号 平成１８年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別
会計予算」 日程第１６「議案第１４号 平成１８年度大曲仙北広域介護保険特別会
計予算」の５件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。事務局長。

事務局長 （小松啓祐君）
はい。議案第１０号から第１４号まで、各会計予算について５件を一括しご説明申

し上げます。
初めに「議案第１０号 平成１８年度一般会計予算」についてご説明いたします。
お手元の予算及び予算に関する説明書の１ページからご覧願います。
１８年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４億５，４２１万８千円で

あります。前年度比較で１，８７０万５千円の増額となっております。
歳入より、各款毎に順次説明いたします。事項別明細書の７ページからご覧願いま

す。
１款「分担金及び負担金」は、２２億８，７６５万５千円を計上しております。前

年度より５，６６１万８千円の増額であります。増額となった主なのは、３目「病院
群輪番制事業費」の国の補助金の廃止によるものと、５目「消防費」のはしご車のオ
ーバーホールと田沢湖分署に配備する救急自動車１台の購入などが主な増額となって
おります。
次に２款１項「使用料」は２，７００万２千円。次のページ、２項「手数料」は２

２７万６千円を計上しております。前年度より増額となっておりますが、実績を踏ま
えて計上しております。次に３款「財産収入」１千円は預金利子です。４款１項「基
金繰入金」は７，３００万円を計上しております。繰越金を財政調整基金に繰り入れ
する財源充等分の繰入であります。４款２項「特別会計繰入金」は存置にて計上して
おります。５款「繰越金」は存置にて計上しております。６款１項「組合預金利子」
は存置にて計上しております。

、 「 」 ， 。 、次のページ ６款２項 雑入 は２ ２９７万６千円を計上しております 主なのは
秋田自動車道支弁金と消防派遣職員負担金です。７款「組合債」は４，１３０万円を
計上しております。救急自動車１台購入費分とはしご車オーバーホール分に係わる起
債であります。
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次に歳出についてご説明いたします。１２ページからご覧願います。
１款「議会費」は３９万円を計上しております。減となったのは、食糧費をカット

したためであります。２款１項「総務管理費」は８，４３８万４千円を計上しており
。 、 。 「 」ます 前年度より減となったのは 職員１名の減によるものです ２項 監査委員費

は９万２千円を計上しております。減となったのは、食糧費の減であります。次の１
。 「 」 ， 。４ページをご覧願います ３款 衛生費 は８ ４３５万５千円を計上しております

前年度より３００万６千円程減となったのは、病院群輪番制病院事業に対する国の補
助金の廃止に伴い基準単価を引き下げたものです。４款「農林水産業費」は５３２万
５千円を計上しております。５款「消防費」は、１項１目「常備消防費 、１項２目」
「施設整備費」合わせて２１億２，０１１万円を計上しております 「施設整備費」。
は減となっておりますが、職員人件費の自然増により増額となっております。
６款「教育費」は、大曲、角館両交流センター費で、１目、２目合わせて３，９３８
万６千円を計上しております。前年度より増額となっておりますが、大曲、角館とも
除雪機の購入と、玄関アプローチタイルの修繕工事などが増額となったものでありま
す。７款「公債費」は６，０１６万８千円を計上しております。前年度より１，０３
７万２千円ほど減となっておりますが、５年度事業の中仙・田沢湖両分署庁舎建設及
び車両２台の購入、又、１０年度事業の西仙北分署庁舎建設及び車両２台購入分の償
還が終了することによるものであります。８款「諸支出金」は、１項、２項合わせて
５，８００万円を計上しております。各会計に財政調整基金より財源充当のため繰り
出しするものであります。９款「予備費」は、前年度と同額の２００万円を計上して
あります。
以上が、一般会計の歳入歳出予算の概要であります。
次に「議案第１１号 後三年更生園特別会計」について、ご説明いたします。

２８ページからご覧願います。
１８年度の歳入歳出予算の総額は、前年度より３．３９パーセント減の２億２，８

０４万３千円を計上しております。
歳入から順次ご説明いたします。事項別明細書の３３ページからご覧願います。
１款「支援費」は、前年度より２，０９８万２千円減の１億５，６８１万８千円を

計上しております。減額となったのは、障害者自立支援等、制度改正によるものであ
ります。２款「分担金及び負担金」は６，４８７万３千円を計上しております。制度
改正により利用者の負担増に伴い、市町村負担金も増額となったものであります。
３款「寄附金」は存置にて計上しております。４款「繰入金」は１００万円を計上し
ております。財政調整基金よりの繰入であります。５款「繰越金」は存置にて計上し
ております。６款「諸収入」は、１項「受託金 、２項「作業収入 、３項「雑入」を」 」
合わせて５３５万円を計上しております。増額となったのは、従来入所利用者の作業
収入は園で別会計で処理しておりましたが、県の指導もあって、１８年度から公費に
組み入れたことによる増額であります。
次に歳出についてご説明いたします。３５ページからご覧願います。
１款「事務費」は前年度より３５７万３千円減の１億７，２６０万１千円を計上し

ております。職員の特殊勤務手当の引き下げや臨時職員の減により減額となっており
ます。２款「事業費」は、１項１目「事業費 、１項２目「作業収入事業費」合わせ」
て５，４４８万７千円を計上しております。前年度より減となっております 「作業。
収入事業費」は増額となっておりますが、新築を控え工事請負費や修繕費を極力抑え
たことにより、前年度より減となったものです。３款「公債費」は４５万３千円を計
上しております。大規模修繕事業債償還金であります。４款「諸支出金」は存置にて
計上しております。５款「予備費」は前年度同額の５０万円を計上してあります。
以上が、後三年更生園特別会計歳入歳出予算の概要です。
次に「議案第１２号 角間川更生園特別会計」についてご説明いたします。

４５ページからご覧願います。
１８年度の歳入歳出予算の総額は、前年度より３．２２パーセント増の２億４，９

３９万８千円を計上しております。
歳入から順次ご説明いたします。事項別明細書の５０ページからご覧願います。
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１款「支援費」は、前年度より２，４７０万９千円減の１億５，９７３万６千円を
計上しております。減額となったのは、障害者自立支援等、制度改正によるものであ
ります。２款「分担金及び負担金」は６，４９１万６千円を計上しております。制度
改正により利用者の負担増に伴い、市町村負担金も増額となったものであります。
３款「県支出金」は県の委託事業で、１目「地域療育等支援事業 、２目「放課後生」
活支援事業」合わせて前年度より９．４２パーセント減の８５９万２千円を計上して

。 、 「 」 。 「 」おります 次のページ ４款 寄附金 は存置にて計上しております ５款 繰入金
は５００万円を計上しております。財政調整基金基金積立金より繰入です。６款「繰
越金 は存置にて計上しております ７款１項 受託金 ２項 作業収入 ３項 雑」 。 「 」、 「 」、 「
」 ， 。 、入 それぞれを合計して１ １１５万２千円を計上しております 増額となったのは

後三年更生園同様、入所利用者の作業収入を公費に組み入れたことによるものです。
次に歳出についてご説明いたします。５３ページからご覧願います。
１款「事務費」は、特殊勤務手当を５０パーセント減額しておりますが、職員１名

の増員により、前年度より２５万７千円増額の１億７，４９６万７千円を計上してお
。 「 」 、 「 」 、ります ２款 事業費 は １目の 事業費 は前年度より減額となっておりますが

２目「作業収入事業費」については、新規事業で公費に組み合わせたことにより６，
０２９万円を計上しております。３款「グループホーム事業費」は３４６万５千円を
計上しております。４款「地域療育等支援事業費」は県の委託事業で、６６８万４千
円を計上しております。５款「放課後生活支援事業」は県の委託事業で、３０４万６
千円を計上してあります。６款「公債費」は４４万４千円を計上しております。大規
模修繕事業債償還金であります。７款「諸支出金」は存置にて計上しております。８
款「予備費」は、前年同様５０万円を計上してございます。
以上が、角間川更生園特別会計歳入歳出予算の概要です。
次に「議案第１３号 休祭日救急医療センター特別会計」についてご説明いたしま

す。６５ページからご覧願います。
歳入歳出予算の総額は、前年度より１１万８千円増の１，５９７万３千円を計上し

ております。
歳入からご説明いたします。７０ページからご覧願います。
１款「分担金及び負担金」は運営費・償還費負担金で、前年度より４７万４千円増

の１，０１４万９千円を計上しております。２款「診療収入」は３８０万７千円を計
上しております。３款「繰入金」は、財政調整基金積立金より前年同額の２００万円
を計上しております。４款「繰越金」は存置にて計上しております。５款「諸収入」
は１万６千円です。
次に歳出についてご説明いたします。
１款「衛生費」は１，２８３万３千円を計上しております。２款「公債費」は２８

３万９千円を計上しております。３款「諸支出金」は存置にて計上しております。４
款「予備費」は、前年度同額の３０万円を計上してあります。
以上が、休祭日救急医療センター特別会計歳入歳出予算の概要です。
次に「議案第１４号 介護保険特別会計」についてご説明いたします。７５ページ

からご覧願います。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１０億５，１２３万７千円を計上して

おります。前年度より１０億１，０８６万８千円の増額でありますが、保険給付費の
大幅な伸びと新規事業等の開始によるものであります。
歳入からご説明いたします。事項別明細書の８０ページからご覧願います。
１款「介護保険料」は現年度分、滞納繰越分合わせて、前年度より５億１，０４２

万１千円増額の１９億５，５４６万８千円を計上しております。２款「分担金及び負
担金」は市町村負担金で、前年度より１億１，１８９万８千円の増額で、１５億７，
２９９万１千円を計上しております。３款「使用料及び手数料」は督促手数料で、３
０万１千円の計上であります。４款１項「国庫負担金」は介護給付費負担金で、前年

， ， 。度より１億４ ７１７万８千円増額の２０億８ ９３８万１千円を計上しております
４款２項「国庫補助金」は調整交付金、地域支援事業交付金で、前年度より２億４９

， 。 「 」９万８千円増額の７億８ ４６０万６千円を計上しております ５款１項 県負担金
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、 ， 。は 前年度より９ １９８万６千円増額の１３億５８６万３千円を計上しております
５款２項「県補助金」は３，７６５万２千円を計上しております。
新たな新規事業等の実施により、前年度より３，３６８万７千円程増額となっており
ます。６款「支払基金交付金」は、前年度より１億４，６３４万円増額の３２億５，

。 「 」 。３８６万４千円を計上しております ７款 財産収入 は存置にて計上しております
８款「繰入金」は、財政調整基金から５，０００万円を計上しております。次のペー
、 「 」 、 。ジ ９款 繰越金 は 過年度保険料未還付分として１００万円を計上しております

１０款１項「延滞金及び過料」は存置にて計上しております。１０款２項「雑入」は
１０万８千円の計上です。
以上が歳入でございます。
次に歳出をご説明いたします。
１款１項「総務管理費」は、前年度より３，３１２万６千円減の１億４，９６７万

円を計上しております。減となったのは、職員１名の減とシステム委託料の減であり
。 「 」 、 。ます １款２項 徴収費 は 徴収員１名増員の５９６万７千円を計上しております

１款３項「介護認定審査会費」は、前年度より２，２００万１千円増の１億５２７万
１千円を計上しております。増額となったのは、１６年度の認定制度の変更が２年後
の１８年度に影響してくる年度であり、更新認定者の増が見込まれることによるもの
であります。
２款１項「介護サービス等諸費」は、前年度より１億４，０２９万５千円増額の９７
億６，１２９万２千円を計上しております。増額となったのは、１７年１０月の法改
正に伴い、地域密着型介護サービス給付費や低所得者への補足給付分、特定入所者介
護サービス費の増によるものであります。２款２項「その他諸費」は１，５１１万７
千円を計上してございます。審査支払手数料であります。２款３項「高額介護サービ
ス等費」は、制度改正に伴い、前年度の倍近い１億５，５６０万２千円を計上してご

。 「 」 、 、ざいます ２款４項 特定入所者介護サービス等費 は １８年度からの新規事業で
５億１，４８９万２千円を計上してございます。
３款「地域支援事業費」は制度改正による新規事業で、市及び町に各事業を委託する
介護予防事業、地域包括支援センターの運営のための委託金が主なもので、１億８，
９２７万１千円を計上してございます。４款「民生費」は、低所得者対策事業費とし
て４２０万９千円を計上してございます。５款「財政安定化基金拠出金」は、県基金

， 。 「 」 、への拠出分として１ １２７万６千円を計上してございます ６款 基金積立金 は
第３期計画初年度として、５，６５８万９千円を計上してございます。７款１項「公
債費」は、前年同額の１０７万９千円を計上してございます。一時借入金利子であり
ます。７款２項「財政安定化基金償還金」は１７年度借入予定分償還金で、６，００
０万円を計上してございます。８款１項「償還金及び還付加算金」並びに２項「繰出
」 。 「 」 、 ，金 については前年同額であります ９款 予備費 については 前年度と同額の２

０００万円を計上してございます。
以上が、介護保険特別会計歳入歳出予算の概要であります。
以上、議案第１０号から議案第１４号まで、１８年度一般会計並びに各特別会計予

算についてご説明いたしましたが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申
し上げます。

議 長 （橋本五郎君）
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。１４番、佐

藤文子君。
議 員 （佐藤文子君）

はい。議案第１４号の介護保険特別会計の予算に関連して、２つほど質問をさせて
いただきます。
まず１つ目は平成１８年度からの介護保険料についてでありますけれども、１８年

度の予算総額の内、介護保険料の収入は前年度より５億１，０４２万１千円の増額と
なっておりまして、歳入全体に占める割合は、前年、平成１７年度が１４．４パーセ
ントであるのに対して、１８年度は１７．７パーセントと大幅な伸びを示しておりま
す。昨年１０月から実施されております居住費、食費の全額自己負担化に伴う、低所
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得者対策としての特定入所者介護サービスや地域支援事業が新設されたことによりま
す歳出の増分、約７億円の増額分が背景にあると思われますが、これらも介護保険事
業として、保険料の増額にかぶさっているのは明らかだと私は思うわけであります。
この大幅増で計上した保険料収入は、明らかに被保険者１人あたりの増額分を見込ん
だものと考えられます。そうしたときに、どの様な根拠でこの保険料の額を積算した
のか、まずその積算根拠をお聞きしたいと思います。

議 長 （橋本五郎君）
１４番、佐藤文子君の質疑に対する答弁を求めます。副管理者。

副管理者 （佐々木康雄君）
はい。ただ今のご質問に対しましてお答えいたします。
増額となる根拠として、１つ目は介護保険施設や介護サービス基盤整備による利用

者の増加によるものとして、およそ７０６円。２つ目に給付費に占める１号保険料の
負担割合が１８パーセントから１９パーセントへと１パーセント増加することによる
ものとして、およそ２１９円。３つ目が１８年度からの地域支援事業の新設によるも
のとして、およそ９４円。４つ目が第２期計画期間で生じた保険料不足の返却分とし
て、およそ１１９円であります。

議 長 （橋本五郎君）
はい、１４番。

議 員 （佐藤文子君）
はい、わかりました。それではもう１つ質問をさせていただきます。１２月の議会

の際にもお聞きしましたけれども、地域支援事業の事業内容について、今一度お聞き
したいと思います。また、それに伴う利用者負担についてはどの様にお考えなのかを
お聞きしたいと思います。

議 長 （橋本五郎君）
副管理者。

副管理者 （佐々木康雄君）
はい。地域支援事業の内容につきましては、１つ目は介護予防事業であります。こ

の内容は、運動機能の向上や栄養改善、口腔機能の向上、さらに閉じこもり予防や認
知症予防などを目的とし、要支援・要介護になる恐れの高い方を対象として行う事業
と、介護予防普及啓発や地域活動支援を目的とし、全高齢者を対象として行う事業な
どであります。２つ目の包括的支援事業は、介護予防ケアマネジメント、介護以外の
生活支援の調整等を行う総合相談支援、虐待の防止など高齢者の権利擁護に関する事
業、地域のケアマネージャーのネットワーク作りなど、包括的・継続的マネジメント
などを行うもので、地域包括支援センターが実施することになっております。３つ目
の任意事業は、介護給付適正化事業や家族支援事業などであります。以上が地域支援
事業の内容でございます。
次に、この地域支援事業は市及び町に委託して実施することとしておりますが、事

業に参加する場合の利用者負担は、これまで市や町で実施してきました介護予防、地
域支え合い事業との関係もございますので、利用者が参加しやすい適正な額となるよ
う、それぞれの市や町で検討していただいておるところであります。

議 長 （橋本五郎君）
１４番、よろしいですか。

議 員 （佐藤文子君）
最後にもう一つだけ。ただ今、地域支援事業の利用者負担についてはそれぞれの市

や町で検討していただいているとのことでしたが、やはり私としては利用者にあまり
負担にならないような額で、是非ともご検討いただきたいものだと思うわけでありま
す。
最後に、管理者としてはこのことについてはどの様にお考えなのか、見解をお聞き

したいと思います。
議 長 （橋本五郎君）

管理者。
管 理 者 （栗林次美君）
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大変難しい質問ですが。管理者の立場とすれば、利用する方にはできるだけ低料金
で利用しやすいことが一番だと思います。また市長の立場からすれば、制度がそうな
っている以上、利用する方にはそれなりのご負担をしていただかなければならないこ
とと理解をしております。市としても厳しい財政事情でありますので、いろんな事業
をやりたくても財源がなければできないということでありますので、その辺の板挟み
になって苦しいところでありますが、今後各市町とも検討を重ねながらその辺は詰め
て参りたいと考えております。

議 長 （橋本五郎君）
１４番、よろしいですか。

議 員 （佐藤文子君）
はい。

議 長 （橋本五郎君）
以上で通告による質議を終わります。他に質疑はありませんか。

議 員 （渡邊秀俊君）
はい、１３番。

議 長 （橋本五郎君）
はい、１３番。

議 員 （渡邊秀俊君）
通告をしておりませんでしたけれども、関連して質問をさせていただきます。
広域消防の再編計画に基づいて分署の統合を進めているところですが、まだ実施さ

れていないところについての今後の予定をお聞かせ願いたいと思います。
議 長 （橋本五郎君）

答弁を求めます。副管理者。
副管理者 （佐々木康雄君）

はい。東分署、南分署と再編計画に基づいて分署の統廃合をしてきておるところで
、 、 、 、ございますが 今後仮称西分署として北出張所 花館にありますが それと神岡分署

南外分署の統合の計画がございます。更生園の改築等の大きな事業が終了した後の、
遅くとも２～３年後には実施したいと考えております。

議 員 （渡邊秀俊君）
はい、わかりました。

議 長 （橋本五郎君）
他に質疑ありませんか。

（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。
討論はありませんか。

議 員 （佐藤文子君）
はい。

議 長 （橋本五郎君）
はい。１４番。

議 員 （佐藤文子君）
はい。議案第１４号の介護保険特別会計予算につきましては、先程の答弁にもあり

ましたけれども、保険料の大幅な増額を前提とした予算であります。いくらももらっ
ていない年金の中から、それだけの保険料を差し引かれるというのは、高齢者にとっ
ては大変なことだろうと思いまして、これについてはどうしても賛成しかねるという
ことで反対討論をしました。

議 長 （橋本五郎君）
他に討論はありませんか。

（討論なしの声）
討論なしと認めます。
これより「議案第１０号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
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ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第１１号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第１２号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第１３号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
これより「議案第１４号」を採決いたします。
本案につきましては異議がございましたので、起立による採決をいたします。
本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（起立１０人・不起立２人）
起立多数であります。
よって本案は原案のとおり可決されました。
日程第１７「議案第１５号 平成１８年度大曲仙北広域市町村圏組合経費の負担金

について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。事務局長。
事務局長 （小松啓祐君）

はい。議案第１５号「平成１８年度 組合経費の負担金について」ご説明申し上げ
。 「 」 。ます お手元の参考資料として配付しました 市町村負担金一覧表 をご覧願います

、 、１８年度負担金につきましては大幅な増額となっておりますが その大きな要因は
介護保健事業の制度改正により介護予防事業、地域支援事業などの新規事業の開始並
びに保険給付費の大幅な伸びや、また、病院群輪番制事業に係る国の補助金廃止など

、 ． ， 、により 前年度と比較して５ ０３パーセント増の１億８ ７７３万２千円の増額で
負担金総額は３９億２，２１５万２千円となっております。
一般会計、各特別会計の全会計の予算総額に占める市町村負担金の割合は２８．０

８パーセントとなっております。
なお市町村合併に伴い、１８年度からの負担金につきましては、各会計・各事業毎の
負担割合を見直ししております。従来の平等割２０パーセントを５パーセントに、人
口割８０パーセントを９５パーセントに、また介護保険特別会計につきましては、従
来の平等割１５パーセント、人口割４５パーセント、６５歳以上人口割４０パーセン
トのそれぞれの割合を、平等割５パーセント、人口割９５パーセントに改めておりま
す。
各会計・事業毎の負担金内訳につきましては、議案綴りの最後のページ、１ページ

から３ページまで記載のとおりであります。それぞれの負担割合及び金額についての
説明は省略させていただきたいと存じます。
以上、議案第１５号「平成１８年度 組合経費の負担金について」ご説明申し上げ

ましたが、よろしくご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。
議 長 （橋本五郎君）

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）
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討論なしと認めます。
これより「議案第１５号」を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）
ご異議なしと認めます。
よって本案は原案のとおり可決されました。
以上をもって、今期定例会の日程はすべて終了いたしました。
これにて平成１８年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたしま

す。大変長時間にわたり、ご苦労さまでした。


